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歳
に
な
る
ま
で
に
年
金
の
受
給
資
格（
原
則
と
し
て　

年
）

60

25

を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
に　

歳
以
降
も
任
意
で
国
民
年
金
に
加
入

60

し
、
年
金
の
受
給
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
受
給
期
間
は
満
た
し
て
い
て
も
、
数
ヶ
月
の
未
納
な

ど
に
よ
り
、
受
給
す
る
基
礎
年
金
が
満
額
に
な
ら
な
い
場
合
も
、

任
意
加
入
し
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
満
額
に
近
づ
け
て
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、　

歳
に
到
達
す
る
と
年
金
の
加
入
資
格
は
自
動
的
に

60

喪
失
し
ま
す
。

　

任
意
加
入
を
希
望
す
る
場
合
は
、
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

年
末
年
始
は
、
各
家
庭
か
ら
多
量
の
ご
み
が
出
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
み
の
減
量
と
分
別
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
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大
船
渡
地
区
環
境
衛
生
組
合
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‐
４
７
３
９
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月　

日
（
木
）
か
ら
１

12

31

月
３
日
（
日
）
ま
で
の
期
間

は
ご
み
の
収
集
が
休
み
と
な

り
ま
す
。
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１
月
１
日（
第
１
金
曜
日
）

が
収
集
日
と
な
っ
て
い
る
地

域
は
、
次
回
の
収
集
と
な
り

ま
す
。
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月　

日
（
水
）
ま
で
と

12

30

１
月
４
日
（
月
）
か
ら
は
午

前
９
時
か
ら
午
後
４
時　

分
30

ま
で
家
庭
ご
み
の
持
込
が
で

き
ま
す
。（
平
日
限
定
）
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生
ご
み
は
水
切
り
を
し
っ

か
り
行
い
、
ご
み
の
減
量
化

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

新
聞
や
雑
誌
、
ダ
ン
ボ
ー

ル
な
ど
の
紙
類
は
、
ま
と
め
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て
資
源
古
紙
回
収
日
に
出
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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一
関
社
会
保
険
事
務
所　
�
０
１
９
１
‐　

‐
４
２
４
６
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町
民
生
活
課  
住
民
環
境
係　
�
　

‐
２
１
１
３
（
直
通
）

46
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▽　

歳
か
ら
の
５
年
間
で
受
給
資
格
期
間
を
満
た
す
こ
と
が

60
で
き
る
方
（　

歳
に
な
る
ま
で
任
意
加
入
で
き
ま
す
）

65

▽
通
常
は　

歳
ま
で
の
５
年
間
と
し
て
い
ま
す
が
、
５
年
以

65

上
の
任
意
加
入
が
必
要
な
方
（
昭
和　

年
４
月
１
日
以
前
生

40

ま
れ
の
方
が
対
象
）
に
つ
い
て
は
、　

歳
ま
で
の　

年
間
任

70

10

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
任
意
加
入
を
希
望
す
る
場
合
の
納
付
方
法
は
、
原
則
口
座

振
替
と
な
り
ま
す
。
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　　　  収集なし　　通常どおり収集　火  １２月２９日
　　　  収集なし　　通常どおり収集　水  １２月３０日

　　　休　　　み　　　休　　　み

　木  １２月３１日
　金  １月１日
　土  １月２日
　日  １月３日

　　通常どおり収集　　通常どおり収集　月  １月４日
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町
民
生
活
課  
住
民
環
境
係
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（
直
通
）
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岩
手
県
警
察
本
部　
�
０
１
９
‐
６
５
３
‐
０
１
１
０

　

大
船
渡
警
察
署　
　
�
０
１
９
２
‐　

‐
０
１
１
０
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こ
の
給
付
金
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
左
記
の
事
件
な
ど

に
よ
り
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ご
遺
族
や
障
害
が
残
っ
た
方
及
び

傷
病
を
負
っ
た
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
障
害
が
残
っ
た
方
及
び
傷
病
を
負
っ
た
方
が
既
に
亡

く
な
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
ご
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
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給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、
住
所
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

受
付
は
、
岩
手
県
に
お
住
ま
い
の
方
で
あ
れ
ば
、
岩
手
県
警

察
本
部
ま
た
は
県
内
の
各
警
察
署
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

申
請
は
、
平
成　

年　

月　

日
か
ら
２
年
間
に
限
り
行
う
こ

20

12

18

と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
こ
の
期
間
内
に
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
の
や
ん
だ

日
か
ら
６
カ
月
以
内
に
限
り
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

役
場
は　

月　

日
（
火
）

12

29

か
ら
１
月
３
日
（
日
）
ま
で

年
末
年
始
の
閉
庁
と
な
り
ま

す
。

　

た
だ
し
、
死
亡
届
や
出
生

届
、
婚
姻
届
な
ど
の
戸
籍
に

関
す
る
届
出
は
受
付
を
行
っ

て
い
ま
す
の
で
不
明
な
点
は

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
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○
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件　
　
　
（
平
成
７
年
３
月　

日
発
生
）

20

○
松
本
サ
リ
ン
事
件　
（
平
成
６
年
６
月　

日
〜　

日
発
生
）

27

28

○
坂
本
弁
護
士
一
家
殺
人
事
件（
平
成
元
年　

月
４
日
発
生
）

11

○
目
黒
公
証
人
役
場
事
務
長
逮
捕
監
禁
致
死
事
件

　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
７
年
２
月　

日
〜
３
月
１
日
発
生
）

28

　

経
済
産
業
省
で
は
、
工
業

統
計
調
査
を
平
成　

年　

月

21

12

　

日
現
在
で
実
施
し
ま
す
。

31
　

工
業
統
計
調
査
は
、
製
造

業
を
営
む
事
業
所
を
対
象
と

し
て
、
そ
の
活
動
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
明
治　

年
に
始
め
ら

42

れ
、
お
か
げ
さ
ま
で
１
０
０

周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

調
査
結
果
は
、
国
や
地
方

公
共
団
体
の
行
政
施
策
の
重

要
な
基
礎
資
料
と
し
て
利
用

さ
れ
る
と
と
も
に
、
企
業
、

大
学
な
ど
で
の
研
究
資
料
、

小
・
中
・
高
等
学
校
の
教
材

な
ど
、
広
く
利
用
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

皆
様
か
ら
提
出
い
た
だ
く

調
査
票
に
つ
い
て
は
、
統
計

法
に
基
づ
き
調
査
内
容
の
秘

密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

正
確
な
記
入
を
お
願
い
し
ま

す
。
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岩
手
県
総
合
政
策
部
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町
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　

企
画
調
査
係
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‐
２
１
１
４
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（
内
線
２
２
４
）
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